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国民健康保険・
後期高齢者医療保険・介護保険
納付状況のお知らせを送付

確定申告などの際、前年１月から
12 月に納付した国民健康保険料・
後期高齢者医療保険料・介護保険
料は、社会保険料控除の対象とな
ります。それぞれの保険料を本市
に納めた人に、１月下旬に各担当
から保険料納付状況のお知らせを
送付します。②③の保険料を遺族
年金・障害年金以外の年金から天
引きされていた人には、１月下旬
に日本年金機構などの年金保険者
から「公的年金等の源泉徴収票」
が送付されます（市からは送付し
ません）。
問①健康保険課収納担当 423 －
9459 ②健康保険課後期高齢者医
療担当 423 － 9468 ③介護保険
課保険料担当 423 － 9475

後期高齢者医療保険料・介護
保険料の納付書を送付しました

保険料を納付書払いで納めている
人へ送付しました。納期限までに
納付をお願いします。
■後期高齢者医療保険料
納期限７期…１月 31 日㈮、８期
…２月 28 日㈮、９期…３月 31
日㈪　問健康保険課後期高齢者医
療担当 423 － 9468

■介護保険料
納期限10 期…１月 31 日㈮、11
期…２月 28 日㈮、12 期…３月
31 日㈪　問介護保険課保険料担
当 423 － 9475

国民年金のお知らせ

■ 20歳がスタート！国民年金
国民年金は、皆さんが今の高齢者
世代を支え、将来、子ども世代に
支えてもらう世代間扶養の仕組み
です。20 歳を迎えた人には、日
本年金機構から、国民年金に加入
した旨を通知します。保険料の納
付が困難な場合は、学生納付特例
や納付猶予など、保険料の支払い
を猶予する制度があります。
■国民年金保険料の口座振替・ク
レジットカード納付での前納に、
新たな振替方法が追加

今月から、国民年金の 2 年前納が
「2年前納」と「2年前納（4月開始）」 
の 2 種類から選択可能になりま
す。「2 年前納」は、手続き後初め
ての振替時に、当月分から翌年度
3 月までの保険料をまとめて振り
替えする方法で、「2 年前納（4 月
開始）」は、手続き後初めての振
替時から当年度 3 月末までは毎
月末日に 1 カ月分ずつ振り替え、
最初の 4 月末にまとめて 24 カ月
分の保険料を振り替えする方法で
す。クレジットカード納付でも同
様に手続きができます。また、前
納した全額が社会保険料控除の対
象です（各年分に分割も可）。期
間は令和７年４月から２年分で
す。手続きをする時は、年金手帳、
通帳、金融機関届出印を持って、
市民課国民年金担当または各金融

機関（申請用紙があるか事前に要
確認）でお申し込みください。口
座振替に加え、現金・クレジット
カード納付についても、割引額の
大きい２年前納が利用できます。
詳しくはお問い合わせください。
■老後に備えて国民年金基金
国民年金基金は、国民年金法に基づ
いて運営され「国民年金（老齢基礎
年金）」に上乗せして老後のゆとり
をプラスする公的な個人年金です。
終身年金が基本で税制上の優遇措置
もあり、安心して加入できます。
対20 歳以上 60 歳未満の自営業
者やフリーランスなど、国民年金
の第１号被保険者及び 60 歳以上
65 歳未満あるいは海外に居住し
て国民年金に任意加入している人
で国民年金保険料を納付している
人（農業者年金加入者は除く）
問貝塚年金事務所431－1122、
市民課国民年金担当423－9460

固定資産税課からのお知らせ

詳しくは市ホームページをご確認い
ただくか、お問い合わせください。
■①償却資産の申告は
　1月 31日㈮までに
償却資産とは、事業に使用する資
産（構築物、機械、器具、備品な
ど）のことで、土地や家屋と同様
に固定資産税の課税対象です。所
有者は法令に基づき、毎年１月１
日現在の市内における資産状況を
市へ申告する必要があります。昨

年中に新しく設立した事業所や、
昨年に引き続き申告が必要な事業
所などへ、申告案内を送付してい
ますので、１月 31 日㈮までに必
ず申告してください。市内に償却
資産を所有している事業所で、案
内が届いていない場合はご連絡く
ださい。なお、申告にはインター
ネットによる電子申告

「eLTAX」も利用でき
ます。
■②太陽光発電設備を設置した時は
太陽光パネルなどの太陽光発電設
備（再生可能エネルギー発電設備）
も固定資産税の課税対象となり、
償却資産（固定資産）として市へ
の申告が必要な場合があります。
表の申告対象に該当する場合はご
連絡下さい。

■③太陽光発電設備を設置した
　　土地の評価・課税
太陽光発電設備を設置した土地
は、利用状況から判断し、地目を
宅地または雑種地に認定します。
そのため、農地や山林などを太陽
光発電設備用地として利用した場
合は評価額や税額が大きく上がり
ます。
問①②固定資産税課管理・償却資
産担当423 － 9426 ③土地担当
 423 － 9427

自宅から
マイナンバーカードで e -Tax！

マイナンバーカードを利用し、ス
マートフォンで自宅からe-Taxで
確定申告ができます。入力方法を
動画で紹介しています。ぜひご覧
ください。
問岸和田税務署 438
－ 1341
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保険・年金

国民年金基金 5つのメリット
①終身年金。だから、一生涯お受
け取り。

②加入時に年金額が確定、掛金も
一定。

③掛金は全額所得控除の対象で、
税金がお得。

④万が一の時にはご家族に遺族一
時金も（無いタイプもあり）。

⑤ライフプランに合わせ、年金額
や受取期間を自由に設定。

項目 対象
①国民健康
　保険料

保険料を納付した全て
の納付義務者

②後期高齢者
医療保険料

普通徴収（口座振替、
納付書払い）で保険料
を納付した人、遺族年
金か障害年金から特別
徴収（年金天引き）で
保険料を納付した人

③介護保険料

65 歳以上で、普通徴
収で保険料を納付した
人、遺族年金か障害年
金から特別徴収で保険
料を納付した人

税金

設置者
発電規模

10kW以上 10kW
未満売電あり 売電なし

個人
（住宅用）申告対象 対象外 対象外

個人
（事業用）発電規模や売電の有無に関わらず申告対象法人


